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暴風警報 (台風接近時等)における安全対策にういて

保護者の皆様には、平素より本校の教育に対し、ご理解ご支援を賜り(厚 く御礼申し上げ

ます。      |   ‐ ‐

さて、梅雨に入り、大雨や台風の季節が近づいて参りました。昨今は、「ゲリラ豪雨」等

局地的な大雨が全国各地で起こうています。つきましては、子どもたちの安全確保に特段の

配慮が必要と考え、緊急時における学校の扱いを下記の通りとさせていただきますので、熟

知の上ご協力をお願い致します:

《暴風警報に伴う措置》

*生並7時現在、キ大阪 (高槻す)に「暴風警報」が発令されてヽ`う場合は、自宅待機。

*午前9時までに「暴風警報」が解除された場合は、その時点で登校させる。

※このときの登校については、風の吹き返し等に十分注意させてください。

来年前9時現在:「暴風警報」が解除されていなtヽ場合は1臨時休校。

※ご家庭での安全確保についそ|は、日ごろより子どもたちと話し合らておいてください。

《給食についての措置》                     ‐

来年前7蒔現在、北大阪 (高槻希)に「暴風碁報」が発令されている場合は、給食は中止。

※この場合、午前9時までに解除され、児童が登校しても、その日の給食はありません:

*上記以外でも、抹況にょり、「臨時体検」や「自宅待機」の措置をとる場合があります。

【留意点】 .  ‐
①「暴風警報」解除後、子どもたちが登校した場合でも、その日の給食はありません。授業

は午前中とし、その後下校します。なお、学童保育入室の児童は昼食を持参させてくださ

tヽ。

②豊校後に「暴風警報」が発令された場合は、「集団下校」を原則とします。 |  .‐
③緊急な連絡が必要な場合は 「ヽ地区連絡綱」を利用させていただきます。また、PTAの
メァル配信でもお知らせしていきます。

④「自宅待機」や「臨時体校」時の家庭での安全確保については、日ごろから話し合ってお

いてください。                            |
⑤「大雨警報」「洪水警報」だけの時は休校にはなりませんが、児童の安全確保を最優先に

考え、豪前■道路の冠水などき危険が予想される時は、登校を見合わせてください:


